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〔
商
法
　
二
八
七
〕

従
業
員
は
退
職
時
に
従
業
員
持
株
制
度
に
よ
っ
て
得
た
株
式
を

会
社
に
譲
渡
す
る
旨
の
会
社
・
従
業
員
間
の
契
約
の
効
力

（
難
諜
灘
継
難
蹴
嚢
解
包

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
従
業
員
持
株
制
度
の
採
用
に
伴
い
、
会
社
・
従
業
員
間
に
締
結
さ
れ
た
、

従
業
員
が
そ
の
身
分
喪
失
を
停
止
条
件
と
し
て
所
有
株
式
を
額
面
価
格
で

譲
渡
す
る
旨
の
売
買
契
約
は
、
商
法
一
二
〇
条
の
立
法
趣
旨
に
よ
れ
ば
、

譲
渡
人
を
保
護
す
べ
き
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
譲
渡
人
か
ら
こ
の
無
効

を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
又
、
商
法
二
〇
四
条
一
項
は
会
社
・
株

主
間
の
個
々
的
債
権
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
直
接
規
定
す
る
も
の
で
は
な

く
、
実
質
的
に
み
て
も
株
主
の
投
下
資
本
の
回
収
を
不
当
に
妨
げ
る
も
の

と
は
い
え
な
い
か
ら
、
無
効
と
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
〇
四
条
一
項
、
二
一
〇
条
．

〔
事
　
実
〕

　
原
告
X
株
式
会
社
は
、
昭
和
三
六
年
五
月
二
四
目
に
、
特
殊
合
金
、
鋳

物
等
製
造
販
売
を
営
業
目
的
に
、
資
本
金
五
〇
〇
万
円
発
行
済
株
式
数
一

万
株
と
し
て
設
立
さ
れ
、
当
初
は
代
表
者
訴
外
A
の
一
族
が
全
株
式
を
所

有
し
て
い
た
．
昭
和
四
五
年
七
月
二
〇
目
、
取
締
役
会
は
、
資
本
金
を
二

〇
〇
〇
万
円
に
増
資
す
る
旨
お
よ
び
、
い
わ
ゆ
る
従
業
員
持
株
制
度
を
発

足
さ
せ
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
そ
の
決
議
に
お
い
て
は
、
同
制
度
の
目
的

を
、
従
業
員
の
経
営
参
加
意
識
の
昂
揚
、
配
当
に
よ
る
企
業
利
益
の
従
業

員
へ
の
還
元
等
と
し
、
又
、
そ
の
制
度
内
容
に
関
し
て
は
、
従
業
員
の
う

ち
希
望
者
に
対
し
て
、
A
一
族
所
有
株
式
を
譲
渡
す
る
こ
と
お
よ
び
増
資

新
株
を
額
面
価
格
（
五
〇
〇
円
）
で
割
当
て
も
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
、
株

主
に
年
二
割
の
利
益
配
当
を
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
、
従
業
員
が
株

式
の
譲
渡
を
希
望
す
る
場
合
お
よ
び
退
職
す
る
場
合
は
、
X
会
社
が
そ
れ

ら
の
者
の
所
有
株
式
を
額
面
価
格
で
譲
受
け
、
更
に
そ
れ
を
従
業
員
の
う

ち
希
望
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
．
な
お
、
X
会
社
の
定
款
に

は
、
株
式
の
譲
渡
に
際
し
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
。

　
X
会
社
は
、
制
度
発
足
当
時
に
お
い
て
は
、
従
業
員
に
対
し
従
業
員
持
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株
制
度
の
趣
旨
内
容
を
説
明
し
、
こ
れ
を
周
知
徹
底
さ
せ
、
株
式
取
得
の

資
金
と
す
る
た
め
に
特
別
賞
与
を
支
給
し
、
そ
の
後
も
、
新
株
発
行
の
つ

ど
、
あ
る
い
は
退
職
し
た
従
業
員
か
ら
取
得
し
た
株
式
を
更
に
譲
渡
す
る

つ
ど
、
制
度
趣
旨
を
繰
り
返
し
述
べ
て
、
株
式
の
取
得
希
望
者
を
募
っ
た
．

又
、
X
会
社
は
、
従
業
員
を
含
む
株
主
に
対
し
、
年
二
割
な
い
し
五
割
の

配
当
を
し
て
き
た
．

　
被
告
磧
は
、
従
業
員
持
株
制
度
発
足
当
時
は
総
務
課
長
の
地
位
に
あ
り
、

制
度
の
趣
旨
内
容
を
十
分
に
了
解
し
て
株
式
を
取
得
し
て
お
り
、
又
、
L
、

L
、
脇
も
、
制
度
発
足
後
X
会
社
の
従
業
員
と
な
っ
た
が
、
制
度
の
趣
旨

説
明
を
受
け
、
運
用
の
実
態
を
十
分
知
り
か
つ
了
解
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ

れ
株
式
を
取
得
し
た
．

　
X
会
社
は
、
本
訴
に
お
い
て
、
X
と
L
な
い
し
磧
の
間
に
は
L
ら
の
身

分
喪
失
を
条
件
と
し
て
、
従
業
員
持
株
制
度
に
よ
り
取
得
し
た
株
式
を
X

会
社
に
額
面
価
格
で
譲
渡
す
る
旨
の
停
止
条
件
付
株
式
売
買
の
合
意
が
成

立
し
て
お
り
、
L
な
い
し
L
は
昭
和
五
三
年
四
月
又
は
五
月
に
い
ず
れ
も

退
職
し
、
X
会
社
の
従
業
員
た
る
身
分
を
喪
失
し
て
い
る
か
ら
、
前
記
合

意
に
基
づ
き
、
そ
れ
ら
の
株
式
は
X
会
社
の
所
有
と
な
っ
た
と
し
て
、
L

ら
に
対
し
て
株
券
の
引
渡
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、
L
ら
は
X
主
張
の

合
意
の
存
在
を
否
定
し
、
又
、
仮
に
そ
の
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
右

合
意
は
商
法
二
一
〇
条
お
よ
び
二
〇
四
条
一
項
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る

と
主
張
し
、
反
訴
に
お
い
て
、
本
件
各
株
式
の
所
有
権
の
確
認
を
求
め
、

か
つ
株
主
権
に
基
づ
く
昭
和
五
四
、
五
五
年
度
の
利
益
配
当
金
、
昭
和
五

五
年
五
月
株
主
割
当
て
に
よ
る
増
資
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新

株
引
受
権
の
行
使
の
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
金
、

並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
各
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
本
訴
認
容
、
反
訴
棄
却
．

「
右
の
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
磧
ら
は
い
ず
れ
も
本
件
各
株
式
を
取
得
し

た
つ
ど
、
X
会
社
と
の
間
に
お
い
て
、
」
ら
の
従
業
員
の
身
分
喪
失
を
停

止
条
件
と
し
て
こ
れ
を
X
会
社
に
額
面
価
格
で
譲
渡
す
る
旨
の
黙
示
的
な

売
買
契
約
を
締
結
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
．
」

一
、
「
と
こ
ろ
で
、
Y
ら
は
右
の
契
約
は
商
法
一
二
〇
条
に
違
反
し
無
効

で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
の
主
な
立
法
趣
旨
が
会
社
の
財
産
の
安
全
確
保

に
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
同
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
ぎ
者
は
、
会

社
、
会
社
債
権
者
、
一
般
株
主
等
で
あ
っ
て
、
譲
渡
人
で
は
な
い
か
ら
、

同
条
に
よ
る
無
効
の
主
張
は
、
譲
渡
人
を
保
護
す
べ
き
特
段
の
事
情
が
な

い
限
り
会
社
側
に
の
み
認
め
ら
れ
、
譲
渡
人
か
ら
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
．

　
そ
し
て
、
右
の
と
お
り
解
し
て
も
、
譲
渡
人
は
当
初
の
契
約
ど
お
り
に

株
式
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
望
む
結
果
を
得
ら
れ
な
ん
ら
不

利
益
を
被
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
保
護
さ
れ
る
べ
き
会
社
側
が

当
該
契
約
の
無
効
を
望
ま
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
の
対
象
と
な
っ

て
い
な
い
譲
渡
人
の
利
益
の
た
め
に
無
効
を
認
め
る
べ
き
合
理
的
な
理
田

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
本
件
に
お
い
て
も
、
譲
渡
人
た
る
」
ら
を
保
護
す
べ
き
特
段
の
事
情
は
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認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
X
会
社
自
ら
効
力
を
認
め
る
右
契
約
に
つ
い
て
、

島
ら
が
同
条
違
反
に
よ
る
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と

い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
」

二
、
「
次
に
、
」
ら
は
、
右
の
契
約
は
商
法
二
〇
四
条
一
項
に
違
反
し
無

効
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
規
定
は
会
社
が
株
主
と
の
間
で
個
々
に
締
結
す
る

債
権
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
直
接
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ

れ
を
実
質
的
に
み
て
も
、
前
記
認
定
の
X
会
社
の
従
業
員
持
株
制
度
の
目

的
、
内
容
及
び
そ
の
利
益
配
当
の
実
績
等
か
ら
す
る
と
、
右
契
約
は
株
主

の
投
下
資
本
の
回
収
を
不
当
に
妨
げ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
右
契

約
が
商
法
二
〇
四
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
右
契
約
に
よ

る
株
式
譲
渡
が
無
効
と
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
」

「
そ
う
す
る
と
、
X
会
社
と
」
ら
と
の
間
の
右
契
約
に
し
た
が
っ
て
、
L

ら
所
有
の
各
株
式
は
い
ず
れ
も
磧
ら
の
退
職
と
同
時
に
X
会
社
に
譲
渡
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
右
株
式
の
所
有
権
に
基
づ
い
て
L
ら
に
対
し
本

件
株
券
の
引
渡
を
求
め
る
X
会
社
の
本
訴
請
求
は
理
由
が
あ
る
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
結
論
に
反
対
．

一
、
従
業
員
持
株
制
度
と
は
、
会
社
が
そ
の
従
業
員
に
自
社
株
式
を
取
得

さ
せ
る
た
め
に
な
ん
ら
か
の
便
宜
を
供
与
す
る
制
度
で
あ
る
（
河
本
・
別
冊

商
事
法
務
一
一
号
六
頁
等
、
通
説
）
。
そ
の
実
施
形
態
に
は
様
々
の
も
の
が
あ

る
．
本
件
の
よ
う
に
、
会
社
が
制
度
運
営
の
主
体
と
な
り
、
各
従
業
員
に

一
定
の
時
期
を
限
定
し
て
経
済
的
利
便
を
付
与
し
て
自
社
株
式
を
取
得
さ

せ
る
方
式
は
、
以
前
に
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
在

で
は
、
制
度
運
営
主
体
と
し
て
従
業
員
持
株
会
等
の
名
称
の
団
体
が
組
織

さ
れ
、
制
度
の
継
続
的
運
営
を
前
提
と
し
て
、
従
業
員
が
そ
の
団
体
を
介

し
て
株
式
を
取
得
す
る
方
式
が
通
常
と
さ
れ
て
い
る
。
過
去
、
判
例
に
お

い
て
、
従
業
員
持
株
制
度
加
入
従
業
員
の
所
有
株
式
の
譲
渡
を
制
限
す
る

契
約
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
は
数
件
存
す
る
が
、
従
業
員
の
株
式
譲

渡
を
制
限
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
会
社
・
従
業
員
間
で
契
約
が
な
さ

れ
、
退
職
従
業
員
株
式
を
会
社
が
買
取
る
と
し
た
点
は
、
会
社
が
制
度
運

営
主
体
と
な
っ
て
い
る
本
件
の
特
殊
性
と
し
て
指
摘
し
う
る
。

　
本
判
決
は
、
従
業
員
が
そ
の
身
分
喪
失
を
停
止
条
件
と
し
て
従
業
員
持

株
制
度
に
よ
り
取
得
し
た
株
式
を
会
社
に
対
し
て
額
面
価
額
で
譲
渡
す
る

旨
を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
に
、
会
社
が
自
己
株
式
を

取
得
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
商
法
一
二
〇
条
に
違
反
す
る
か
、
そ
し
て
第
二

に
、
株
式
譲
渡
自
由
の
原
則
を
認
め
る
商
法
二
〇
四
条
一
項
に
違
反
す
る

か
と
い
う
点
に
関
し
て
判
断
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
順
序
に
従
っ
て

検
討
を
行
い
た
い
と
考
え
る
。

二
、
商
法
二
一
〇
条
は
、
会
社
が
自
己
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
を
原
則
と

し
て
禁
止
す
る
。
そ
の
立
法
趣
旨
は
、
会
社
に
自
己
株
式
を
取
得
さ
せ
れ

ば
、
株
主
に
出
資
を
払
戻
し
た
の
と
同
じ
結
果
を
生
じ
会
社
の
財
産
状
況

を
危
う
く
す
る
こ
と
、
一
部
の
株
主
の
み
か
ら
株
式
を
買
取
る
こ
と
は
株

主
平
等
の
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
、
会
社
が
相
場
を
操
縦
し
た
り
、
内
部

情
報
を
利
用
し
て
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
、
経
営
者
の
会
社
支
配
を
容
易
に

さ
せ
る
こ
と
等
の
弊
害
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
一
っ
一
つ
は
そ
れ
に
伴
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う
対
策
も
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
予
防
の
た
め
、
政
策
的

理
由
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
旺
竹
内
・
会

社
法
（
新
版
）
一
四
一
頁
。
蓮
井
・
新
版
注
釈
会
社
法
㈹
二
三
〇
頁
）
。
し
か
し
、

商
法
二
一
〇
条
一
号
な
い
し
四
号
に
規
定
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
例

外
的
に
自
己
株
式
の
取
得
が
認
め
ら
れ
、
又
、
解
釈
上
、
会
社
が
自
己
株

式
を
取
得
し
て
も
何
の
弊
害
も
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
も
取
得

を
適
法
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
．
本
訴
に
お
い
て
も
、
L
ら
が
、
合
意
が

商
法
一
二
〇
条
に
反
す
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
X
会
社
は
、

「
額
面
価
格
で
取
得
し
た
の
ち
、
更
に
他
の
従
業
員
に
同
額
で
こ
れ
を
譲

渡
す
る
ま
で
の
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
仲
介
的
役
割
を
し
て
い

る
に
す
ぎ
ず
…
…
」
と
反
論
し
て
い
る
。
問
屋
た
る
会
社
が
取
次
行
為
と

し
て
自
己
株
式
を
取
得
す
る
場
合
に
は
、
会
社
財
産
に
影
響
が
な
い
こ
と

を
根
拠
と
し
て
、
取
得
が
適
法
で
あ
る
こ
と
は
解
釈
上
争
い
が
な
い
。
し

か
し
、
一
時
的
で
あ
れ
、
会
社
が
そ
の
計
算
に
よ
り
自
己
株
式
を
取
得
す

る
場
合
は
、
取
次
行
為
で
は
な
く
、
商
法
一
二
〇
条
に
抵
触
す
る
と
考
え

ら
れ
る
（
黒
木
学
・
「
従
業
員
持
株
制
度
と
自
己
株
式
取
得
」
商
事
法
務
四
三
二
号

二
二
頁
）
。
判
決
も
、
前
述
の
X
会
社
の
主
張
を
退
け
、
そ
の
旨
の
認
定
を

行
っ
て
い
な
い
が
、
正
当
と
思
う
（
高
橋
・
本
件
評
釈
・
松
山
商
大
論
集
三
四

巻
一
号
一
六
二
頁
は
、
取
得
さ
れ
た
株
式
が
真
実
従
業
員
の
も
の
に
な
る
仕
組
み

が
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
弊
害
が
生
じ
な
い
こ
と
を
理
由
に
商
法
二
一
〇
条

の
適
用
が
な
い
と
解
す
る
。
竹
村
・
本
件
評
釈
・
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
一
八
巻

四
号
一
五
九
頁
も
同
旨
）
。

　
商
法
二
一
〇
条
に
違
反
し
て
会
社
が
自
己
株
式
を
取
得
し
た
場
合
の
行

為
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
一
貫
し
て
無
効
説
を
と
る
（
大
判
大
正
一

二
・
七
・
五
刑
集
二
巻
七
〇
五
頁
。
大
判
昭
和
八
・
一
一
・
】
一
法
律
新
報
三
四
七

号
一
四
頁
。
東
京
地
判
昭
和
三
九
・
一
〇
・
二
六
下
民
哺
五
巻
一
〇
号
二
五
一
二
頁
。

東
京
地
判
昭
和
五
六
・
六
・
二
九
判
時
一
〇
二
六
号
一
二
五
頁
。
質
受
に
つ
い
て
、

最
判
昭
和
四
三
・
九
・
五
民
塞
三
巻
九
号
一
八
四
六
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
、
通

説
は
、
取
引
の
安
全
を
考
慮
し
、
会
社
が
自
己
の
名
義
で
株
式
を
取
得
す

る
場
合
は
無
効
で
あ
る
が
、
他
人
名
義
で
取
得
す
る
場
合
は
譲
渡
人
が
悪

意
で
な
い
限
り
有
効
と
解
し
て
い
る
（
相
対
的
無
効
説
．
鈴
木
に
竹
内
・
前
掲

書
一
四
二
頁
。
石
井
“
鴻
・
会
社
法
第
一
巻
二
三
七
頁
。
蓮
井
・
前
掲
書
二
四
六
頁

以
下
。
矢
沢
・
「
自
己
株
式
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
」
企
業
法
の
諸
問
題
二
〇
七
頁
）
。

又
、
同
規
定
を
命
令
規
定
と
解
し
て
取
得
行
為
を
有
効
と
考
え
る
有
効
説

（
田
中
（
誠
）
・
再
全
訂
会
社
法
詳
論
上
巻
四
〇
七
頁
以
下
。
福
岡
博
之
・
自
己
株
式

論
一
八
四
頁
）
、
取
消
可
能
説
（
上
田
・
「
株
式
会
社
に
お
け
る
自
己
株
式
の
取
得

⇔
」
法
学
一
八
巻
四
号
一
一
五
頁
以
下
）
、
処
分
権
授
与
説
（
高
鳥
・
「
自
己
株
式

の
取
得
禁
止
と
そ
の
違
反
の
処
理
」
法
学
研
究
五
四
巻
二
号
一
四
頁
以
下
）
も
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
無
効
説
あ
る
い
は
相
対
的
無
効
説
の
立
場
に
立
ち
、
取

得
行
為
は
無
効
で
あ
る
が
、
自
己
株
式
取
得
禁
止
の
立
法
趣
旨
に
鑑
み
れ

ば
、
そ
れ
を
主
張
し
う
る
の
は
、
商
法
一
二
〇
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

べ
き
会
社
、
会
社
債
権
者
、
一
般
株
主
、
一
般
投
資
家
で
あ
っ
て
、
譲
渡

人
は
無
効
の
主
張
を
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い

る
が
（
大
隅
“
今
井
・
新
版
会
社
法
論
上
巻
三
七
一
頁
。
鈴
木
”
竹
内
・
前
掲
書
一

四
二
頁
。
蓮
井
・
前
掲
書
二
四
七
頁
。
龍
田
・
会
社
法
演
習
－
一
七
二
頁
。
前
田

庸
・
百
選
（
新
版
）
八
三
頁
。
長
浜
・
商
法
の
判
例
（
第
三
版
）
四
四
頁
。
な
お
・
株
式
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制
度
改
正
試
案
（
昭
和
五
二
年
五
月
一
六
日
・
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
）
第
三
・

六
＠
参
照
）
、
本
判
決
は
こ
の
旨
を
明
ら
か
に
し
た
初
め
て
の
判
例
と
し
て

の
意
義
を
有
す
る
。
譲
渡
が
す
で
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
譲
渡

人
は
そ
の
株
式
譲
渡
に
よ
り
自
己
の
欲
す
る
結
果
を
達
成
し
た
の
で
あ
っ

て
、
譲
渡
後
に
株
価
が
高
騰
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
投
機
の
機
会
を

譲
渡
人
に
与
え
る
必
要
は
な
く
（
前
田
・
前
掲
八
三
頁
）
、
判
旨
の
述
べ
る
と

こ
ろ
は
、
こ
の
意
味
で
一
般
論
と
し
て
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
龍
田
．

本
件
評
釈
・
商
事
法
務
一
〇
五
五
号
一
〇
三
頁
）
。
し
か
し
、
本
件
は
、
未
だ
株

式
の
譲
渡
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
例
で
あ
る
．
商
法
一
二
〇
条
の
法
意
か

ら
す
れ
ぽ
、
同
条
違
反
の
取
得
行
為
の
効
力
の
み
な
ら
ず
、
取
得
を
内
容

と
す
る
契
約
も
又
無
効
と
考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
本
件
判
旨
は
、

譲
渡
人
Y
が
本
件
契
約
の
無
効
を
主
張
で
き
な
い
結
果
と
し
て
、
そ
の
所

有
す
る
株
式
を
会
社
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
し
て
も
、
譲
渡

人
は
「
自
己
の
望
む
結
果
を
得
ら
れ
な
ん
ら
不
利
益
を
被
ら
な
い
」
と
し

て
い
る
が
、
疑
問
で
あ
る
．
け
だ
し
、
無
効
の
主
張
の
制
限
は
、
会
社
と

譲
渡
人
の
問
に
お
け
る
利
害
関
係
と
し
て
妥
当
な
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
譲
渡
人
が
不
当
な
投
機
利
益
を
得
る
の
で

は
な
い
場
合
に
は
、
原
則
に
も
ど
り
、
譲
渡
人
に
無
効
の
主
張
を
認
め
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
商
法
一
二
〇
条
に
違
反
す
る
状
態
を
維
持
す
る

こ
と
は
、
で
き
る
限
り
限
定
的
に
解
す
る
べ
き
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
判
旨
に
は
賛
成
で
ぎ
な
い
（
同
旨
・
甘
利
・
本
件
評
釈
・
上
智
法
学
論

集
二
七
巻
一
号
一
七
九
頁
。
中
島
・
本
件
評
釈
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
六
巻
三
号
七
二

頁
。
反
対
・
柴
田
・
本
件
評
釈
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
四
号
一
〇
六
頁
）
。

三
、
次
に
、
本
件
契
約
と
株
式
譲
渡
自
由
の
原
則
と
の
関
係
が
問
題
と
さ

れ
て
い
る
．
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
は
有
限
責
任
を
負
う
の
み
で

あ
る
た
め
（
商
法
二
〇
〇
条
一
項
）
、
会
社
財
産
の
維
持
が
重
視
さ
れ
る
結
果
、

株
主
が
会
社
か
ら
投
下
資
本
の
回
収
を
う
け
ら
れ
る
の
は
、
法
定
の
ご
く

限
定
さ
れ
た
場
合
だ
け
で
あ
る
（
商
法
二
一
二
条
一
項
、
壬
三
条
一
項
、
三

七
六
条
一
項
、
二
四
五
条
ノ
ニ
、
三
四
九
条
一
項
、
四
〇
八
条
ノ
三
第
一
項
）
。
従

っ
て
、
株
主
に
は
、
株
式
を
自
由
に
譲
渡
し
て
、
投
下
資
本
を
回
収
す
る

途
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
商
法
二
〇
四
条
一
項
本

文
は
こ
れ
を
規
定
す
る
．
昭
和
二
五
年
改
正
法
は
、
株
式
譲
渡
の
自
由
は
、

株
式
会
社
に
お
け
る
本
質
的
要
請
と
考
え
て
、
こ
の
絶
対
的
保
障
を
は
か

っ
た
が
、
わ
が
国
の
株
式
会
社
の
中
に
は
閉
鎖
的
会
社
が
数
多
い
と
い
う

実
態
が
考
慮
さ
れ
、
昭
和
四
一
年
改
正
に
お
い
て
株
式
譲
渡
の
制
限
が
認

め
ら
れ
た
．
し
か
し
、
こ
れ
は
、
定
款
を
も
っ
て
、
株
式
の
譲
渡
に
取
締

役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
を
定
め
る
場
合
に
限
ら
れ
（
商
法
二
〇
四
条
一
項

但
書
）
、
も
し
こ
の
場
合
に
取
締
役
会
の
承
認
が
得
ら
れ
な
く
と
も
、
会
社

に
先
買
権
者
を
指
定
さ
せ
、
こ
れ
と
の
間
の
公
正
か
つ
確
実
な
売
買
契
約

成
立
を
確
保
す
る
た
め
の
詳
細
な
手
続
に
つ
い
て
規
定
を
お
く
こ
と
に
よ

り
（
商
法
二
〇
四
条
ノ
ニ
な
い
し
二
〇
四
条
ノ
五
）
、
株
主
に
投
下
資
本
の
回
収

を
は
か
っ
て
い
る
。

　
株
式
の
譲
渡
を
制
限
す
る
契
約
に
は
、
ω
株
主
と
株
主
あ
る
い
は
特
定

人
と
各
株
主
の
問
の
契
約
と
、
働
会
社
と
各
株
主
の
間
の
契
約
の
二
つ
の

態
様
が
あ
る
．
ω
の
契
約
に
つ
い
て
通
説
は
、
商
法
二
〇
四
条
一
項
の
規

定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る
が
、
た
だ
し
㈲
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の
会
社
と
各
株
主
間
の
契
約
の
脱
法
と
解
さ
れ
る
場
合
に
限
り
無
効
と
考

え
る
（
大
隅
“
今
井
・
前
掲
書
三
五
四
頁
、
田
中
（
誠
）
・
前
掲
書
三
六
八
頁
、
石

井
”
鴻
・
前
掲
書
二
二
二
頁
。
上
柳
・
新
版
注
釈
会
社
法
⑥
七
一
頁
．
反
対
・
松

田
”
鈴
木
・
条
解
株
式
会
社
法
上
巻
一
一
六
頁
）
．
本
判
決
以
前
に
従
業
員
が
退

職
時
に
そ
の
所
有
す
る
株
式
を
譲
渡
す
る
旨
の
契
約
の
効
力
に
関
し
て
争

わ
れ
た
判
例
は
、
こ
の
ω
の
契
約
が
問
題
と
な
り
（
東
京
地
判
昭
和
四
八
・

二
二
…
判
時
六
九
七
号
八
七
頁
は
株
主
代
理
委
員
会
と
そ
の
組
合
員
で
あ
る
と
こ

ろ
の
各
株
主
間
の
契
約
、
東
京
地
判
昭
和
四
九
・
九
・
一
九
判
時
七
七
一
号
七
九
頁

は
会
社
代
表
者
と
各
株
主
の
契
約
）
、
商
法
は
個
々
的
債
権
契
約
の
効
力
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
て
、
通
説
と
同
様
の
考
え
方
を
と
っ
て

い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
㈲
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
定
款
に
よ
る
譲
渡
制
限
が

規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
の
脱
法
的
手
段
と
な
る
か
否
か
が
考
察
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
多
数
説
は
、
株
式
申
込
証
等
に
株
式
の
譲
渡
制

限
を
記
載
す
る
等
の
具
体
的
意
思
を
問
わ
な
い
附
合
契
約
的
契
約
は
脱
法

行
為
と
解
す
る
が
、
個
別
的
特
約
が
譲
渡
を
禁
止
し
、
あ
る
い
は
株
主
の

投
下
資
本
の
回
収
を
不
当
に
制
約
す
る
も
の
で
な
い
限
り
必
ず
し
も
無
効

で
は
な
い
と
解
す
る
（
石
井
”
鴻
・
前
掲
書
一
三
二
頁
．
大
隅
“
今
井
・
前
掲
書

三
五
四
頁
．
上
柳
・
前
掲
書
七
一
頁
は
、
制
限
の
内
容
が
「
商
法
が
定
款
に
よ
っ
て

定
め
う
る
と
し
て
い
る
も
の
と
実
質
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
．
有
効
と
解

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
、
多
数
説
よ
り
厳
格
な
立
場
を
と
ら
れ
て
い
る
）
。

本
判
決
も
、
こ
の
説
に
よ
っ
て
い
る
．
こ
れ
に
対
し
、
当
事
者
の
一
方
が

会
社
で
あ
る
場
合
、
形
式
的
に
は
具
体
的
意
思
決
定
に
よ
っ
て
も
、
実
質

的
に
は
附
合
契
約
的
に
な
さ
れ
る
結
果
に
な
り
や
す
い
と
し
て
、
商
法
二

〇
四
条
一
項
但
書
の
脱
法
行
為
と
し
て
無
効
と
な
る
の
が
通
常
と
考
え
る

説
も
有
力
で
あ
る
（
田
中
（
誠
）
・
前
掲
書
三
六
八
頁
．
河
本
・
前
掲
三
四
頁
）
。

更
に
こ
の
立
場
に
立
っ
て
形
式
的
に
は
ω
の
契
約
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的

に
は
会
社
の
影
響
の
下
に
附
合
契
約
的
に
契
約
締
結
が
な
さ
れ
や
す
い
こ

と
に
鑑
み
、
㈹
の
脱
法
的
手
段
と
し
て
無
効
と
解
す
る
説
も
存
す
る
（
河

本
・
前
掲
三
四
頁
。
牛
丸
・
「
従
業
員
持
株
制
度
」
証
券
取
引
法
大
系
（
河
本
一
郎

先
生
還
暦
記
念
）
七
三
四
頁
。
前
掲
東
京
地
判
昭
和
四
八
二
丁
二
三
の
判
例
評
釈

で
あ
る
、
吉
井
薄
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
六
巻
九
号
六
九
頁
、
宮
島
・
法
学
研
究
五
一

巻
三
号
一
〇
七
頁
は
持
株
会
の
実
体
を
問
題
と
し
て
い
る
）
．
他
株
主
又
は
会
社

の
指
定
す
る
第
三
者
に
先
買
権
を
認
め
る
旨
の
契
約
の
有
効
性
に
関
し
て

も
、
前
説
は
譲
渡
の
相
手
方
の
制
限
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
有
効
と
解
す
る

が
、
後
説
は
商
法
二
〇
四
条
一
項
、
二
〇
四
条
ノ
ニ
以
下
の
脱
法
行
為
に

な
り
う
る
と
し
て
無
効
と
解
し
て
、
対
立
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

ω
．
働
の
い
ず
れ
の
契
約
で
あ
っ
て
も
．
従
業
員
が
一
方
の
当
事
者
と
な

り
個
別
的
に
契
約
が
締
結
さ
れ
た
以
上
は
、
そ
の
契
約
内
容
が
株
主
の
投

下
資
本
の
回
収
を
不
当
に
妨
げ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
契
約
を
有
効
と
解

す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
定
款
に
よ
る
譲
渡
制
限
と
異
な
り
、

こ
れ
ら
の
特
約
は
契
約
当
事
者
間
を
拘
束
す
る
債
権
的
効
力
を
有
す
る
に

と
ど
ま
り
、
こ
れ
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
譲
渡
自
体
は
有
効
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
本
条
契
約
に
つ
い
て
考
え
る
と
会
社
を
先
買
権
者
と

し
て
指
定
し
、
退
職
従
業
員
の
株
式
を
、
従
業
員
が
当
初
株
式
を
取
得
し

た
際
に
支
払
っ
た
株
式
の
額
面
金
額
に
あ
た
る
価
格
で
譲
渡
す
る
旨
を
内
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容
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
内
容
が
株
主
の
投
下
資
本
の
回
収
を
妨
げ
る

も
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
う
る
．
第
一
に
、
先
買
権
者
の
範
囲
を
あ

ま
り
狭
く
定
め
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
株
式
譲
渡
自
体
を
制
限
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
が
、
契
約
当
事
者
で
も
あ
る
会
社
は
そ
の
買
取
り
に
つ
と
め

る
義
務
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
は
あ
た
ら
な
い
と
解
す
る
。
し
か

し
、
第
二
に
、
従
業
員
は
株
主
で
あ
る
間
の
利
益
配
当
を
得
る
の
み
で
な

く
、
株
式
の
値
上
り
益
も
享
受
す
る
権
利
を
有
し
、
会
社
に
対
し
額
面
価

額
で
譲
渡
す
る
の
み
で
は
、
株
主
の
投
下
資
本
が
回
収
さ
れ
た
と
は
い
え

な
い
点
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
．
株
式
の
譲
渡
価
額
は
株
式
の
価

値
と
合
理
的
関
連
性
が
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
利
益
配
当

が
値
上
り
益
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
を
目
的
に
相
当
の
高
率
で
支
払
わ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
（
増
大
し
た
株
式
価
値
を
す
べ
て
利
益
配
当
に
よ
っ
て

享
受
す
る
た
め
に
は
、
配
当
性
向
が
一
〇
〇
％
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
）

（
神
崎
・
「
従
業
員
持
株
制
度
に
お
け
る
譲
渡
価
格
約
定
の
有
効
性
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

五
〇
一
号
六
頁
以
下
、
前
田
雅
弘
・
「
契
約
に
よ
る
株
式
の
譲
渡
制
限
」
法
学
論
叢

一
二
一
巻
一
号
四
一
頁
）
．
先
例
と
し
て
の
前
掲
東
京
地
裁
昭
和
四
九
年
九

月
一
九
日
判
決
は
、
「
本
件
に
お
け
る
従
業
員
持
株
制
度
の
目
的
、
内
容

及
び
従
業
員
た
る
株
主
に
対
す
る
利
益
配
当
額
の
程
度
な
ど
か
ら
み
て
、

右
契
約
は
商
法
二
〇
四
条
の
趣
旨
に
違
反
す
る
無
効
な
も
の
と
は
い
え
な

い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
…
…
」
と
判
示
し
、
又
本
件
判
決
も
、
「
－
－

ま
た
、
こ
れ
を
実
質
的
に
み
て
も
、
前
記
認
定
の
原
告
の
従
業
員
持
株
制

度
の
目
的
、
内
容
及
び
利
益
配
当
の
実
績
等
か
ら
す
る
と
、
右
契
約
は
株

主
の
投
下
資
本
の
回
収
を
不
当
に
妨
げ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
…
…
」
と

し
て
い
る
．
こ
れ
ら
で
は
．
契
約
自
体
で
合
意
さ
れ
た
譲
渡
価
額
の
み
で

は
当
然
株
主
に
投
下
資
本
の
回
収
が
な
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
従
業

員
持
株
制
度
に
よ
っ
て
会
社
か
ら
従
業
員
に
特
別
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
代
償
と
し
て
、
会
社
が
従
業
員
株
式
の
譲
渡
性
に

若
干
の
制
限
を
付
す
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
と
い
う
説
（
八
木
・
「
従
業

員
持
株
制
度
に
つ
い
て
」
商
法
の
諸
問
題
（
竹
田
省
先
生
古
稀
記
念
）
二
六
四
頁
。

菱
田
・
「
従
業
員
の
株
式
保
有
e
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
〇
巻
一
号
九
頁
）
に
賛

成
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
．
本
件
に
お
い
て
は
、
株
主
に
二
割
な

い
し
五
割
の
配
当
が
な
さ
れ
て
お
り
、
又
株
式
を
取
得
す
る
際
に
は
そ
の

資
金
と
し
て
特
別
賞
与
が
支
給
さ
れ
た
上
、
一
株
に
つ
き
額
面
価
額
で
株

式
を
譲
受
け
た
等
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
株
主
に
一
応
の
投
下
資
本
の
回

収
が
な
さ
れ
た
と
解
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
結
論
を
支
持
す
る

も
の
と
し
て
、
坂
田
・
本
件
評
釈
・
金
融
商
事
判
例
六
七
一
号
五
九
頁
。
竹
村
・
前

掲
一
五
六
頁
が
あ
る
）
。
し
か
し
、
従
業
員
に
自
社
株
式
を
取
得
さ
せ
る
た

め
に
会
社
が
な
ん
ら
か
の
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
は
、
従
業
員
持
株
制
度

に
お
け
る
本
質
的
要
請
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
投
下
資
本
の
回
収
が

妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
．
配
当
額
で
判
定
す
る
な
ら
ば
、
前
述
の
よ

う
に
相
当
の
高
率
の
配
当
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
、
本
件
に
お
い
て
、

そ
の
配
当
額
お
よ
び
譲
渡
価
額
に
よ
っ
て
株
主
に
投
下
資
本
の
回
収
が
保

障
さ
れ
た
と
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
賛
成
し
が
た
い
（
龍
甲

前
掲
商
事
法
務
一
〇
四
頁
。
甘
利
・
前
掲
一
八
二
頁
。
柴
田
・
前
掲
一
〇
七
頁
。
高

橋
・
前
掲
一
六
〇
頁
．
中
島
・
前
掲
七
四
頁
）
．
配
当
率
に
依
存
せ
ず
株
主
に

株
式
投
資
の
利
益
を
享
受
さ
せ
る
た
め
に
は
、
譲
渡
時
の
真
の
株
式
価
値
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と
合
理
的
関
連
性
を
有
す
る
価
額
を
譲
渡
価
額
と
す
べ
き
で
あ
り
、
又
、

非
上
場
会
社
の
よ
う
に
株
式
の
評
価
に
困
難
が
伴
う
場
合
に
は
、
そ
の
算

定
方
式
（
純
資
産
価
額
方
式
、
類
似
業
種
比
準
方
式
、
配
当
還
元
方
式
等
）
に
つ
い

て
も
、
紛
争
を
避
け
る
趣
旨
で
、
あ
わ
せ
て
約
定
し
て
お
く
こ
と
も
有
用

と
考
え
る
（
同
旨
、
神
崎
・
前
掲
六
頁
以
下
。
前
田
雅
弘
・
前
掲
四
一
頁
）
。
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